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平
成
二
八
年
一
月
に
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
制
度
の
運
用
が
始
ま
っ
て
か
ら
、

二
年
に
な
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
平

成
三
〇
年
一
月
か
ら
は
、
預
貯
金
情

報
へ
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
付
番
も
開

始
さ
れ
、
Ｊ
Ａ
で
は
、
お
客
様
か
ら

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
取
得
す
る
こ
と
が

今
よ
り
も
増
え
て
く
る
と
思
わ
れ
ま

す
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
制
度
と
そ
の
対
応
の
要
点
を

お
さ
ら
い
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
二

年
間
に
行
わ
れ
た
主
な
制
度
変
更
を

概
説
し
ま
す
。ま
た
、個
人
番
号
を
取

り
扱
う
た
め
の「
プ
リ
ン
シ
プ
ル
」（行

動
規
範
）に
つ
い
て
述
べ
ま
す
。

１
　
制
度
の
目
的
等

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
は
、「
行
政
手

続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す

る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る

法
律
」（
以
下
、「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
」

と
い
う
）
な
ど
に
基
づ
き
、
個
人
番

号
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）
を
、
住
民
票

を
持
つ
一
人
ひ
と
り
に
付
与
す
る
も

の
で
す
。
こ
の
制
度
の
目
的
は
、
次

の
三
点
で
す
。
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1996年弁護士登録。2003～
2006年金融庁検査局（専門
検査官・専門教育担当者）。
2013年８月に現事務所を開
設し、現在に至る。主な取扱
分野は、金融機関におけるコ
ンプライアンス・内部統制
（内部管理）、ガバナンスに関
する業務、金融関連法など。

行方国際法律事務所
弁護士　行方 洋一

①
公
平
・
公
正
な
社
会
の
実
現

こ
れ
ま
で
、
様
々
な
書
類
に
ち
ら

ば
っ
て
い
た
情
報
が
個
人
番
号
に
よ

り
一
元
管
理
で
き
る
こ
と
で
、
個
人

の
正
確
な
所
得
の
把
握
が
可
能
に
な

り
、
不
当
に
税
負
担
を
免
れ
る
こ
と

や
、
社
会
保
障
で
の
不
正
な
給
付
金

の
受
給
と
い
っ
た
不
公
正
を
防
止
す

る
こ
と
。

②
行
政
の
効
率
化

個
人
番
号
の
提
示
や
各
種
申
請
書

へ
の
番
号
記
載
に
よ
り
、
行
政
事
務

の
作
業
を
大
幅
に
削
減
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
。

③
国
民
の
利
便
性
の
向
上

国
民
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
年

金
の
受
領
や
税
務
署
へ
の
申
告
等
の

際
に
そ
れ
ぞ
れ
必
要
と
さ
れ
た
各
種

申
請
書
類
等
の
一
部
が
不
要
に
な

り
、
手
続
き
が
楽
に
な
る
こ
と
。

こ
こ
で
「
個
人
番
号
」
と
は
、
住

民
票
コ
ー
ド
を
変
換
し
て
得
ら
れ
る

一
二
桁
の
数
字
で
あ
っ
て
、
そ
の
住

民
票
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
を
識
別

す
る
た
め
に
指
定
さ
れ
る
も
の
を
い

い
ま
す
。
個
人
番
号
は
、
原
則
と
し

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
と
そ
の
対
応
の
要
点

１

①

確
認
し
て
お
き
た
い
　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
取
扱
い
の
要
点
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平
成
三
〇
年
一
月
一
日
よ
り
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）
の
預
貯

金
口
座
へ
の
付
番
が
始
ま
り
ま
す

（
注
１
）。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
預
貯
金
口
座
へ

の
付
番
と
は
、
金
融
機
関
の
預
貯
金

口
座
を
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
や
法
人
番
号

と
紐
付
け
て
、
社
会
保
障
の
資
力
調

査
や
税
務
調
査
の
た
め
に
利
用
し
た

り
、
金
融
機
関
破
綻
時
の
口
座
の
名

寄
せ
の
た
め
に
利
用
し
た
り
す
る
仕

組
み
の
こ
と
で
す
（
預
貯
金
口
座
付

番
）。こ

の
預
貯
金
口
座
付
番
の
開
始
に

伴
い
、
金
融
機
関
は
、
預
貯
金
者
で

あ
る
お
客
様
の
情
報
を
、
そ
の
お
客

様
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
や
法
人
番
号
に

よ
っ
て
検
索
可
能
な
状
態
で
管
理
す

る
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
（
国
税

通
則
法
七
四
条
の
一
三
の
二
）。

本
稿
で
は
、
主
に
Ｊ
Ａ
に
関
す
る

事
項
を
取
り
上
げ
る
関
係
上
、
こ
の

②

貯
金
口
座
付
番
の
概
要
と
　

求
め
ら
れ
る
対
応
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弁護士（第一東京弁護士会所属）、元日本弁護
士連合会事務総長付特別嘱託。主な取扱業務分
野は、知的財産法（特許法、著作権法等）、情
報法（個人情報保護法、マイナンバー法等）、
経済法（独占禁止法、景品表示法等）、ＰＰＰ・
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「
預
貯
金
口
座
付
番
」
を
「
貯
金
口
座

付
番
」と
し
、Ｊ
Ａ
に
求
め
ら
れ
る
対

応
を
解
説
し
て
い
き
ま
す
。
本
稿
に

お
い
て
引
用
す
る
条
文
は
、
貯
金
口

座
付
番
開
始
時
点
の
も
の
と
し
ま
す
。

な
お
、
前
述
の
と
お
り
、
貯
金
口

座
付
番
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
み
な
ら

ず
法
人
番
号
を
も
対
象
と
す
る
も
の

で
す
が
、
紙
幅
の
都
合
上
、
本
稿
で

は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
取
扱
い
に
係
る

対
応
の
み
を
取
り
上
げ
ま
す
。
ま

た
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
取
扱
い
に
つ

い
て
も
、
本
稿
で
は
、
従
来
か
ら

（
例
え
ば
、
法
定
調
書
作
成
の
た
め

の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
取
扱
い
に
つ
い

て
）
必
要
で
あ
っ
た
対
応
に
つ
い
て

の
詳
細
は
基
本
的
に
省
略
し
、
貯
金

口
座
付
番
の
開
始
に
伴
っ
て
新
た
に

必
要
と
な
る
対
応
を
主
と
し
て
取
り

上
げ
ま
す
。

（
注
１
）
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法

律
及
び
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の

個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利

用
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
平
成
二
七
年
法
律
第
六

五
号
。
以
下
、「
平
成
二
七
年
改
正
法
」

と
い
う
）
附
則
一
条
六
号
、
個
人
情

報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
及
び
行
政

手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別

す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す

る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

（
平
成
二
八
年
政
令
第
四
〇
六
号
）。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
貯
金
口
座
付
番
と
は

１



16'17/12月号_No.566解説　2018年の推進に役立てる 最近の年金制度改正のポイント

理
解
し
に
く
い
と
感
じ
ら
れ
る
方
が

多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ま
た
、
振
替
加
算
は
加
給
年
金
と

い
う
仕
組
み
と
も
密
接
に
関
連
し
て

お
り
、
年
金
支
給
漏
れ
の
内
容
を
理

解
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
加
給
年
金

と
振
替
加
算
の
仕
組
み
を
理
解
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
順
を

追
っ
て
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

１

加
給
年
金

☑

加
給
年
金
の
仕
組
み

加
給
年
金
と
は
、
厚
生
年
金
の
受

給
権
を
得
た
方
が
、

・
厚
生
年
金
に
二
〇
年
加
入
し
て
い

る
・
受
給
権
取
得
時
に
生
計
を
維
持

（
注
１
）
し
て
い
る
配
偶
者
や
子

（
原
則
二
〇
歳
未
満
）
が
い
る

と
い
っ
た
要
件
を
満
た
す
こ
と
で
、

厚
生
年
金
に
一
定
額
が
加
算
さ
れ
る

仕
組
み
の
こ
と
で
す
。

稿
は
、
二
〇
一
八
年
の
推
進

活
動
に
活
用
し
て
い
た
だ
く

た
め
、
組
合
員
に
特
に
関
係
す
る
公

的
年
金
（
国
民
年
金
と
厚
生
年
金
）

の
法
改
正
と
仕
組
み
を
解
説
し
ま
す
。

ま
た
、
大
規
模
な
年
金
の
支
給
漏

れ
が
本
年
九
月
中
旬
に
発
覚
し
ま
し

た
の
で
、
原
因
と
な
っ
た
仕
組
み
に

も
触
れ
ま
す
。

組
合
員
が
抱
い
て
い
る
公
的
年
金

へ
の
不
安
を
推
進
の
チ
ャ
ン
ス
に
変

え
、
地
域
で
の
信
頼
感
を
さ
ら
に
増

す
た
め
、
知
識
の
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
を

図
り
ま
し
ょ
う
。

九
月
中
旬
に
大
き
く
報
道
さ
れ
た

年
金
支
給
漏
れ
に
関
連
し
て
、
振
替

加
算
を
受
給
す
る
た
め
の
届
出
が
必

要
で
あ
っ
た
一
部
の
ケ
ー
ス
で
、
そ

の
届
出
を
不
要
化
す
る
国
民
年
金
法

お
よ
び
厚
生
年
金
保
険
法
の
施
行
規

則
改
正
が
行
わ
れ
ま
す
（
公
布
日
は

一
〇
月
中
旬
以
降
を
予
定
）。

今
般
の
支
給
漏
れ
は
振
替
加
算
が

原
因
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
振
替
加

算
と
い
う
言
葉
は
馴
染
み
が
薄
く
、

株式会社
ＩＩＣパートナーズ

大森 祥弘
明治大学農学部農業経済学科
卒業。ＪＡ共済連全国本部に
て確定給付企業年金に関する
業務を経験後、トヨタ系メー

カーを経て退職給付債務の計算・企業年金コン
サルティングの老舗である株式会社ＩＩＣパー
トナーズに入社。

１
振
替
加
算
の
届
出
不
要
化

（
平
成
二
九
年
一
〇
月
予
定
）

本
解説

二
〇
一
八
年
の
推
進
に
役
立
て
る

年
金
制
度
改
正
の
ポ
イ
ン
ト

最近の
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（
取
引
一
般
）

社
会
福
祉
法
人
の
理
事
・

会
長
が
理
事
会
の
承
認
な

く
締
結
し
た
金
融
商
品
購
入
契
約

と
表
見
代
理
の
成
否
（
東
京
高
判

平
成
二
八
・
八
・
三
一
金
融
・
商

事
判
例
一
五
〇
二
号
一
六
頁
。
本

誌
五
五
五
号
五
五
頁
参
照
）

【
事
案
】

①
　
保
育
所
を
経
営
す
る
社
会
福
祉

法
人
Ｘ
（
以
下
、「
Ｘ
法
人
」
と
い

う
）
の
理
事
Ａ
は
、
理
事
会
の
承

認
決
議
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
会

長
Ｂ
名
義
で
Ｘ
法
人
の
た
め
に
Ｙ

証
券
会
社
（
以
下
、「
Ｙ
証
券
」
と

い
う
）
と
の
間
で
、
仕
組
債
購
入

契
約
（
本
件
契
約
）
を
締
結
し
、

Ｙ
証
券
に
対
し
て
代
金
一
一
億
円

を
支
払
っ
た
。

②
　
Ｘ
法
人
は
、
Ｙ
証
券
に
対
し

て
、「
本
件
契
約
は
、
理
事
会
の
承

認
を
受
け
る
こ
と
な
く
締
結
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
無
効
で
あ

る
」
と
主
張
し
、
不
当
利
得
返
還

請
求
権
に
基
づ
き
、
代
金
一
一
億

円
と
利
息
の
支
払
い
を
求
め
る
本

件
訴
訟
を
提
起
し
た
。

③
　
Ｙ
証
券
は
、「
Ｙ
証
券
は
、
本
件

契
約
を
締
結
す
る
に
際
し
、
Ｘ
法

人
理
事
会
の
承
認
が
あ
る
と
信

じ
、
そ
の
よ
う
に
信
じ
る
に
つ
き

正
当
な
理
由
が
あ
っ
た
か
ら
、
民

法
一
一
◯
条
の
類
推
適
用
に
よ

り
、
Ｘ
法
人
は
、
本
件
契
約
上
の

責
任
を
負
う
」
と
主
張
し
た
。

Ｘ
法
人
の
理
事
Ａ
が
定
款
上
必
要

な
理
事
会
の
承
認
な
く
Ｙ
証
券
と
の

間
で
本
件
契
約
を
締
結
し
た
が
、
Ｙ

証
券
は
、
本
件
契
約
締
結
に
際
し
、

Ｘ
法
人
か
ら
「
Ｘ
法
人
の
定
款
上
必

要
と
す
る
す
べ
て
の
手
続
き
を
得
て

い
る
こ
と
を
確
認
す
る
」
旨
記
載
し

た
Ａ
作
成
の
確
認
書
を
徴
求
し
た
も

の
の
、
理
事
会
の
議
事
録
の
写
し
の
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弁護士
（元大阪高等裁判所判事）

黒田 直行

2017年も、金融界に大きな影響を及ぼす判例が数多く出されま
した。12月号では、毎年恒例の特別企画として、重要判例をダ
イジェストで紹介いたします。本誌や判例誌に掲載されたものの
うち、ＪＡの業務に深く関わる13の判例解説を、１年間のおさ
らいとしてご活用ください。

画企別特

〈 掲　載　項　目 〉
１．社会福祉法人の理事・会長が理事会の承認なく締結した金

融商品購入契約と表見代理の成否

２．共同相続された普通預金債権・通常貯金債権および定期貯
金債権と遺産分割の対象性

３．定期預金債権・定期積金債権の共同相続による当然分割の
有無

４．誤振込と銀行の損害賠償責任

５．一　信用保証契約について融資実行後「主債務者が中小企
業の実体を有しないこと」が判明した場合と保証契約の要素
の錯誤　
二　金融機関の主債務者に関する調査義務違反と信用保証協
会の免責

６．民事再生申立の意思を隠して貸付を受けた会社代表取締役
の責任

７．債権譲渡通知とみなし到達特約の適用
８．相続税節税目的の養子縁組の効力
９．農業従事を理由とする寄与分
10．自筆証書遺言の花押と押印の要件

11．仮差押えされた地上建物の強制競売手続による売却と民事
執行法上の法定地上権の成否

12．自動車保険の解約返戻金請求権の差押債権者による解約権
行使の可否

13．弁護士会照会に対する報告拒絶と弁護士会に対する不法行
為責任

取
引
一
般

貸
付
・
保
証

貯
　
金

管
　
理

回
　
収

そ
の
他

１

判
決
要
旨


